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「特定管理口座約款」新旧対照表 
 

平成 21 年４月７日 
（下線部分改正） 

新 旧 
（特定管理口座における保管の委託） 
第３条 当社に特定管理口座が開設されて

いる場合、当社に開設されている特定口座

で特定口座内保管上場株式等として管理

されていた内国法人の株式が上場株式等

に該当しないこととなった場合の保管の

委託は、以下に掲げる条件の全てを充たす

場合に限り、当該特定口座からの移管によ

り、上場株式等に該当しないこととなった

日以降引き続き当該特定管理口座におい

て行います。 
（1）金融商品取引所における上場廃止の原

因となる事実が、会社の解散（合併による

解散を除く。）、民事再生手続き開始の申立

て又は会社更生手続開始の申立てのいず

れかであること 
（2）機構の取扱継続期間において、機構が

定める業務処理の方法に従うことを発行

者が再度確認していること 
（3）機構の取扱継続期間において、発行者

と指定株主名簿管理人との契約が継続さ

れていること 
（4）機構の取扱継続期間において、発行者

が機構の定める手数料を支払うこと 
 ただし、上記の４要件のいずれかが満たさ

れない場合は、当該株式の売買に係る最終売

買決済日の翌営業日に株式会社証券保管振

替機構における取扱いが廃止されますので、

その場合には、取扱廃止日以前に無価値化事

由（破産手続開始の決定等）が発生している

ときを除き特定管理口座での管理が行えま

（特定管理口座における保管の委託） 
第３条 当社に特定管理口座が開設されて

いる場合、当社に開設されている特定口座

で特定口座内保管上場株式等として管理

されていた内国法人の株式が上場株式等

に該当しないこととなった場合の保管の

委託は、当該特定口座からの移管により、

上場株式等に該当しないこととなった日

以後引続き当該特定管理口座において行

います。 
 
（1）    （新 設） 
 
 
 
 
（2）    （新 設） 
 
 
（3）    （新 設） 
 
 
（4）    （新 設） 
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新 旧 
せんので、特定管理口座から当該株式を払出

させていただきます。よって、将来当該株式

について無価値化事由が発生しても、無価値

化損失（みなし譲渡損失）は認められません。

 
（契約の解除） 
第７条 次の各号の一に該当したときは、こ

の契約は解除されます。 
（1）～（2） （現行どおり） 
（3）お客様が出国により居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者に該当しな

いこととなった場合に、関係法令等の定め

に基づき特定口座廃止届出書の提出があ

ったものとみなされたとき 
（4）特定口座開設者死亡届出書の提出があ

り相続・遺贈の手続きが完了したとき 
 
 
 
 

以 上

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（契約の解除） 
第７条 次の各号の一に該当したときは、こ

の契約は解除されます。 
（1）～（2） （省 略） 
（3）     （新 設） 

 
 
 
 

（3） 
 
 
 
 
 

以 上

 
 


